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は じ め に 

 

 

 

 

近年、少子高齢化、核家族化等により、社会を取り巻く環境は大きく変化し、子

どもや子育てに関する様々な問題が生じており、その中でも児童虐待対応件数は右

肩上がりの増加を示しています。 

平成 16年に「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」が施行さ

れ、児童虐待に係る通告義務が拡大されるとともに、国及び地方公共団体の責務が

強化されました。 

そこで、桐生市でも、平成 17年度に子ども虐待の発生予防、早期発見、早期対

応・介入、保護・支援の各段階において、関係機関が相互に連携・協力して対応す

ることが必要であるとし、要保護児童対策地域協議会を設立いたしました。 

今まで、子育て世帯に対する子育て支援策の推進、児童相談所との連携の強化及

び児童虐待防止の普及啓発活動を実施してきました。痛ましい事件の発生を防ぐた

めにも、関係機関をはじめ、広く市民が連携し、児童虐待防止に向け、一層取り組

んでいくことが必要と考え、この手引きを作成することといたしました。 

この手引きを日頃から子どもやその家庭に関わることの多い関係機関の皆様に御

活用いただき、児童虐待への理解を深めていただければ幸いです。 

それぞれの立場から児童虐待の予防、早期発見及び早期対応を目指し、子どもた

ちが安全で健やかな成長と明るい未来に向けて暮らすことができるよう、御協力を

お願いたします。 

 

 

 

 

平成 31年 3月 
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